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３ 自治会・町内会の掲示板等を道路・公園に設置する場合について

公道（市道・県道）または公園の一部を利用して自治会・町内会の掲示板等

を設置しようとする場合は、土木事務所に設置したい物や場所などを事前に相

談してください。申請方法をご案内します。（申請先は土木事務所以外となる

場合もあります。）

なお、公園・水辺愛護会倉庫、自治会・町内会の防災備蓄庫について、一定

以上の大きさの場合は、申請の前に建築確認が必要です。ご注意ください。

●担当 青葉土木事務所管理係 ℡９７１－２３００

４ 広報紙の配布依頼について

「広報よこはま青葉区版・全市版」「県のたより」「ヨコハマ議会だより」に

ついては、自治会・町内会に加入しているすべての世帯に配布していただくと

ともに、未加入世帯にもお配りくださいますよう特段のご配慮をお願いします。

なお「広報よこはま青葉区版・全市版」は、毎月 11日以降のお知らせを掲

載していますので、10日までに配布してくださいますようお願いします。

広報よこはま

青葉区版・全市版
県のたより

ヨコハマ議会

だより

発行 毎月１日 毎月 1日 ５・８・12・２月

謝金 １部９円 １部８円 １部４円

謝金の

支払時期

上半期分（４～９月号） 10月末

下半期分（10～３月号） ３月末

※ 広報配布担当者・部数の変更について

あらかじめ自治会・町内会からお届けいただいた担当者に、指定された

部数を毎月末日の前日までにお届けします。部数と配布担当者の変更につ

いては、毎月 10 日までにご連絡いただければ、当月末の配送に間に合わ

せることが可能です。電子申請のほか、窓口（区役所１階１番）や電話で

も変更を受け付けています。

●担当 区政推進課広報相談係 ℡９７８－２２２１～２

FAX９７８－２４１１

電子申請は

こちらから

自治会・町内会の活動支援（補助金等）について

自治会・町内会の活動支援（補助金等）一覧

支援対象 方法 名称・種類 申請できる団体 詳細

自治会・町内会
の地域活動全般

補助金

地域活動推進費補助金
・事務費（会議費、会館維持管理費等）
・事業費（美化活動、レクリエーション
　活動、子供会や老人会への助成等）
　にかかる経費の一部を補助します。

自治会・町内会
地区連合自治会

P.8
P.26～27

防犯灯の維持管
理

補助金

地域防犯灯維持管理費補助金
自治会・町内会が所有・管理する防犯灯の
電気料金・日常の見守り費用相当分を補助
します。

自治会・町内会
地区連合自治会

P.8
P.28～29

地域自主防犯活
動を支援する物
品の貸与

貸与
地域で防犯活動を行う際に必要な物品をお
渡しし、防犯活動を支援します。

自治会・町内会
地区連合自治会

P.8

防犯灯の設置
市が設
置しま
す

LED防犯灯設置事業
LED防犯灯新設等

自治会・町内会
地区連合自治会

P.9

防犯カメラの設
置

補助金

地域防犯カメラ設置補助金
自治会・町内会が設置する、道路等公共空
間を撮影する防犯カメラ設置費の一部を補
助します。

自治会・町内会
地区連合自治会

P.9

防災活動 補助金

「町の防災組織」活動費補助金
自治会・町内会で結成された「町の防災組
織」が行う防災活動にかかる経費（会議
費、訓練費、資機材購入費等）の一部を補
助します。

自治会・町内会 P.9

補助金
自治会・町内会館整備費補助事業
会館整備に要する経費の一部を補助しま
す。

自治会・町内会
地区連合自治会

融資
自治会・町内会館整備費融資
会館整備に要する経費を、市と協定を結ん
だ金融機関が融資する制度もあります。

法人化した
自治会・町内会
地区連合自治会

地域清掃活動等
街の美化を目的
とした活動

補助金

青葉まちの美化推進事業補助金
清掃等美化活動及び緑化推進活動、ごみ集
積場所の環境整備活動の実施経費の一部を
補助します。

地区連合自治会 P.10

自治会・町内会
の活動紹介等

ホーム
ページ
掲載

青葉区連合自治会長会ウェブページ
http://www.aobakuren.net/index.html
自治会・町内会の活動紹介や、
各月定例会のレジュメ・各種
様式をダウンロードできます。

自治会・町内会
地区連合自治会

―

各補助金（地域活動推進費など）の申請期限については、例年と異なる可能性がありますので、各所
管課までお問い合わせください。

自治会・町内会
館の整備
（新築・購入、
増築、改修、修
繕）

P.10

 ７
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１ 地域活動推進費補助金について

（詳細については P．26～27 をご覧ください。）

  地域住民が地域課題の解決等に取り組むことにより、住みよい地域社会の形

成に資することを目的として補助金を交付します。

・補助金額

●担当 地域振興課地域活動係 ℡９７８－２２９１

２ 地域防犯灯維持管理費補助金について

（詳細については P．28～29 をご覧ください。）

自治会・町内会が保有する地域防犯灯１灯あたりに、電気代と日常の見守り

費用相当分として 2,200円（令和７年度実績）を乗じて得た金額を地域防犯灯

維持管理費補助金としてお支払いします。申請にあたっては、東京電力エナジ

ーパートナー（株）が発行する領収書・電気料金集約分内訳表などが必要です。

依頼時期 ３月

申請期限 ６月末 ※地域活動推進費と一体の申請書

●担当 地域振興課地域活動係 ℡９７８－２２９１

３ 地域自主防犯活動を支援する物品の貸与について

  自治会・町内会をはじめとする自主防犯活動団体が地域で防犯活動を行う

際に必要な物品をお渡しし、防犯活動を支援します。

貸与物品

・防犯ベスト ・防犯腕章 ・帽子

・防犯のぼり旗（「防犯パトロール実施中」「空き巣警戒

中」「特殊詐欺に注意」の３種類）

・のぼり旗ポール・横棒

・マグネットステッカー（３種類）

・誘導棒（サインライト） ・青色回転灯（ＬＥＤ式）

●担当 地域振興課 ℡９７８－２２９９

依頼時期 ３月

申請期限 ６月末 （支払い時期 補助決定後 随時）

自治会・町内会 地区連合自治会・町内会

「補助対象経費×1／3」

または

「加入世帯数×900円」の

どちらか低い方

「(補助対象経費－12万円)×1／3」

または

「加入世帯数×170 円＋5 万円」のどちら

か低い方の金額に 12万円を加えた金額
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４ 防犯灯の設置について

安全で安心できる街づくりを目的に、LED防犯灯の設置事業を実施していま

す。設置を希望される場合は申請書類のご提出をお願いします。

なお、球切れ、故障の発見及び連絡など、日常の見守りにつきましては、引

き続き自治会・町内会の皆様のご協力をお願いいたします。横浜市管理の LED

防犯灯の故障等を発見されましたら、お手数ですが次の項目をお知らせくださ

い。

①管理番号（黄色のプレート・銀色のシールに記載されている番号です）

②内容・状況確認（不明灯・点滅等）

③場所の特定（住所・目印など）

●担当 地域振興課 ℡９７８－２２９９

５ 地域防犯カメラ設置補助金について

犯罪のない安全なまちづくりに向けた地域の自主的な取組を支援するため、

自治会・町内会が地域に設置する防犯カメラの設置費用の一部を補助します。

補助率、上限額は以下のとおりです。

・補助率 防犯カメラ一台ごとに補助対象経費の 10分の９

・上限額  280,000円（令和８年度）

申請期限 ７月末（予定）

交付決定 ９～10月頃

設置を希望される場合は、お早めに担当にご相談ください。

●担当 地域振興課 ℡９７８－２２９９

６ 「町の防災組織」活動費補助金について

自治会・町内会において結成された「町の防災組織」が行う防災活動を支援

するため、１世帯あたり 160円の活動費補助金を交付します。

自治会・町内会長へ書類を送付しますので、交付申請書と前年度分の報告書

をご提出ください。補助金請求書は、区役所から交付決定通知書が送付されて

からご提出ください。

申請期限 ６月末

●担当 総務課庶務係 ℡９７８－２２１３

申請書の提出期限 ５月末（予定）

審査 ・ 調査期間 ６月～10月（予定）

施 工 期 間 11月～翌年３月

9



10

７ 自治会・町内会館整備費補助事業について

自治会・町内会の活動拠点である会館を整備する場合、整備に要する経費の

1／2（上限あり）を市が補助する制度です。なお、会館整備費補助金予算の適

正な執行のため、あらかじめ、会館整備の緊急性・必要性等を審査したうえで

補助対象団体を決定します。

●担当 地域振興課地域活動係 ℡９７８－２２９１

８ 自治会・町内会の法人化について（地縁による団体の認可）

  自治会・町内会の法人化については、平成３年４月の地方自治法の改正によ

り創設されました。これは自治会館等の不動産を保有あるいは保有を予定する

自治会・町内会に法人格を与え、当該団体名義で不動産登記を可能にしたもの

です。

会の規約や構成員名簿の作成など、地方自治法に基づく手続きが必要なため、

法人化をお考えの自治会・町内会は担当までご連絡ください。

●担当 地域振興課地域活動係 ℡９７８－２２９１

９ 青葉まちの美化推進事業補助金について

   清潔できれいな街、花と緑があふれる街づくりを推進するため、地区連合

自治会が行う清掃等美化活動及び緑化推進活動の実施経費を補助します。

このほか、ごみネットボックスの設置を目的としたごみ集積場所の環境整

備活動について補助します。

申請開始 ５月下旬（予定）

申請期限 ６月下旬（予定）

●担当 地域振興課資源化推進担当 ℡９７８－２２９９
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